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は　し　が　き

本報告書は、平成19年度東京都中小企業連携組織対策補助金事業の一環とし

て実施した「外国人研修生・技能実習生受入れ組合実態調査」の結果をまとめ

たものです。

中小企業や中小企業組合では、発展途上国への技能移転を目的に、外国人を

研修生として受け入れ、座学・実務の研修と技能実習を実施する「外国人研修

生制度」の利用が普及・定着しつつあります。しかし、一方では制度の趣旨よ

り乖離した問題事案もみられ、同制度の運用にあたっては法令順守が強く求め

られているのが現状であります。加えて、今後は、国会において法改正等の動

きもあるので注視して行かなければなりません。

そこで、本事業の実施組合にその実施の状況と制度改正に対する考え方や運

営上の課題などを探り、今後の組合の対応策を考える上で、参考としていただ

くための調査を実施したものです。

この報告書が、今後の外国人研修生受入れ事業にいささかでもお役立ていた

だければ幸いです。

ここに、本調査の実施にあたりまして、ご協力いただきました組合の方々に

深く感謝申しあげます。

平成20年2月

東京都中小企業団体中央会
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Ⅰ　調 査 の 要 領

１．調査の目的

本調査は、外国人研修生・技能実習生受入れ事業を実施している組合の実態を調
査し、今後の研修生受入れ事業の適正な運営に資することを目的とする。

２．調査の対象

本会会員の外国人研修生・技能実習生受入れ事業を実施している組合を対象とし
て平成19年10月1日現在で調査を実施した。

３．調査の種類

郵送によるアンケート調査

４．調査の方法

調査対象組合の自記入。調査票は東京都中小企業団体中央会が郵送により配布・
回収し、集計した。

５．調査時点

平成19年10月1日

６．回収状況

①　調査対象組合数　　　　68組合
②　回収組合数　　　　　　53組合
③　回収率　　　　　　　　84.1％
＊68組合中、5組合が現在、事業を実施していないと回答したので、回収組合数の分母
は63組合とした。

７．調査事項

①　組合の概要
②　組合員企業を取り巻く雇用環境
③　研修生等の受入れ状況
④　研修生受入れ事業の制度改正の動きについて　等
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1人以上5人以下 
77.4％ 

回答総数＝53

11人以上　0％ 

0人 
11.3％ 

6人以上 
10人以下 
　11.3％ 

Ⅱ　調査結果の概要

a 設立年

「平成元年～平成10年」が22組合（41.5％）で第一順位。次いで「平成11年以
降」が20組合（37.7％）で第二順位となっている。平成元年以後設立の組合が42
組合（79.2％）と約8割を占めている。

s 事業開始年

「平成16年以後」が29組合（56.9％）で第一順位。次いで「平成11年～15年」
が10組合（19.6％）で第二順位となっている。平成11年以降に事業を開始した組
合が39組合（76.5％）と約8割を占めている。

d 組合役職員

①　組合専従役員
「1人以上5人以下」が第一順位で41組合（77.4％）。「0人」と「6人以上10
人以下」がともに6組合（11.3％）で第二順位となっている。

1．組合の概要について

0 20 40 60 80 100

昭和41～50年 昭和61～63年 昭和51～60年 
昭和 

30年以前 
7.5％ 

昭和31 
～40年 
5.6％ 

平成元年～平成10年 
41.5％ 

平成11年以後 
37.7％ 

回答総数＝53

2
％ 

2
％ 3.7％ 

0 20 40 60 80 100

平成 
5年以前 
9.8％ 

平成6～10年 
13.7％ 

平成11～15年 
19.6％ 

平成16年以後 
56.9％ 

回答総数＝51
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②組合専従職員
「5人以下」が第一順位で35組合（66.0％）。「6人以上10人以下」が第二順位
で11組合（20.8％）となっている。

f 組合員資格

「複数業種」が39組合（73.6％）、「同一業種」が14組合（26.4％）となっている。

g 研修生受入れ実績のある業種

「婦人子供服製造」と「プラスチック成形」が第一順位でともに19組合（35.8％）
で第一順位。次いで「機械加工」、「電子機器組立て」がともに16組合（30.2％）で
第二順位。第三順位は「溶接」で14組合（26.4％）、第四順位は「金属プレス加工」
で13組合（24.5％）、第五順位は「鉄筋施工」で12組合（22.6％）となっている。

5人以下 
66％ 

6人以上10人以下 
20.8％ 

回答総数＝53

11人以上 
13.2％ 

同一業種 
26.4％ 

回答総数＝53

複数業種 
73.6％ 
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h 組合員数

回答53組合の総組合員数は15589社。1組合あたりの平均組合員数は294社。
これを組合員数別にみると「11社以上50社以下」が第一順位で17組合（32.1％）、
次いで「51社以上100社以下」が第二順位で12組合（22.6％）となっている。

1001社以上 

回答総数＝53

11社以上50社以下 
32.1％ 

51社以上 
100社以下 
22.6％ 

101社以上 
300社以下 
13.2％ 

301社以上 
500社以下 9.4％ 

501社以上 
1000社以下 10社 

以下 
7.6％ 9.4％ 

5.7％ 

業　　種 組合数 割　合 業　　種 組合数 割　合 
婦 人 子 供 服 製 造  
プ ラ ス チ ッ ク 成 形  
機 械 加 工  
電 子 機 器 組 立 て  
溶 接  
金 属 プ レ ス 加 工  
鉄 筋 施 工  
形 枠 施 工  
塗 装  
と び  
内 装 仕 上 げ 施 工  
耕 種 農 業  
畜 産 農 業  
食 鳥 処 理 加 工 業  
鋳 造  
ダ イ カ ス ト  
鍛 造  
印 刷  
建 設 関 係  
非加熱性水産加工食品製造業 
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 
工 場 板 金  
製 本  
強 化 プ ラ ス チ ッ ク 成 形  
め っ き  
仕 上 げ  
建 築 大 工  
左 官  
配 管  
食 品 製 造 関 係  

加熱性水産加工食品製造業 
紳 士 服 製 造  
帆 布 製 品 製 造  
機 械 ・ 金 属 関 係  
電 気 機 器 組 立 て  
工 業 包 装  
農 業 関 係  
石 材 施 工  
水 産 練 り 製 品 製 造  
繊 維 ・ 衣 服 関 係  
機 械 保 全  
プ リ ン ト 配 線 板 製 造  
そ の 他  
サ ッ シ 施 工  
コ ン ク リ ー ト 圧 送 施 工  
建 設 機 械 施 工  
鉄 工
アルミニウム陽極酸化処理 
家 具 製 作  
漁 業 関 係  
建 築 板 金  
冷 凍 空 気 調 和 機 器 施 工  
建 具 製 作  
タ イ ル 張 り  
防 水 施 工  
織 布 運 転  
ニ ッ ト 製 品 製 造  
寝 具 製 作  
布 は く 縫 製  
機 械 検 査  

19 
19 
16 
16 
14 
13 
12 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

35.8％ 
35.8％ 
30.2％ 
30.2％ 
26.4％ 
24.5％ 
22.6％ 
18.9％ 
18.9％ 
17.0％ 
17.0％ 
15.1％ 
15.1％ 
15.1％ 
15.1％ 
15.1％ 
13.2％ 
13.2％ 
11.3％ 
11.3％ 
11.3％ 
11.3％ 
11.3％ 
11.3％ 
9.4％ 
9.4％ 
7.5％ 
7.5％ 
7.5％ 
7.5％ 

7.5％ 
7.5％ 
7.5％ 
7.5％ 
7.5％ 
7.5％ 
5.7％ 
5.7％ 
5.7％ 
5.7％ 
5.7％ 
5.7％ 
5.7％ 
3.8％ 
3.8％ 
3.8％ 
3.8％ 
3.8％ 
3.8％ 
1.9％ 
1.9％ 
1.9％ 
1.9％ 
1.9％ 
1.9％ 
1.9％ 
1.9％ 
1.9％ 
1.9％ 
1.9％ 

（複数回答）
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j 事業利用組合員数

イ．組合員数別にみた事業利用組合員数とその割合
（6）の組合員数別にみた事業利用組合員数の割合では、「10社以下」が最も多
く、66.6％となっている。次いで「51社以上100社以下」が65.9％で、以下
「11社以上50社以下」53.2％、「101社以上300社以下」52.3％の順となってい
る。最も低いのは「501社以上1000社以下」で24.6％となっている。なお、平
均組合員利用社数は70.8社で、全体の20.2％（3149社）である。

ロ．すべての組合における組合員数と事業利用組合員数の割合
設問5-1及び5-2で回答のあったすべての組合における組合員規模を問わない事
業利用組合員数割合である。「11％以上30％以下」の利用率の組合が一番多く、
18.9％（10組合）、以下「51％以上70％以下」と「71％以上90％以下」が同
じで16.9％（9組合）となっている。組合員すべて100％が利用している組合が
3組合となっている。

k 研修生等受入れ事業の利用企業の所在地と企業数

「東京地区以外の関東地区」が最も多く、1217社。次いで「東京地区」384社、
「中部地区」365社の順となっている。

組合員数 組　合　数 平均事業利用 組合員数割合（％） 平均利用組合員数（社） 
10社以下 
11社以上50社以下 
51社以上100社以下 
101社以上300社以下 
301社以上500社以下 
501社以上1000社以下 
1000社以上 

66.6 
53.2 
65.9 
52.3 
31.3 
24.6 
31.4

4 
17 
12 
7 
5 
5 
3

5.5 
13.5 
48.8 
92.9 
149.4 
95.6 
347　 

回答総数＝53

事業利用割合 組　　合　　数 割合（％） 
10％以下 
11％以上30％以下 
31％以上50％以下 
51％以上70％以下 
71％以上90％以下 
91％以上99％以下 
100％ 

7 
10 
8 
9 
9 
7 
3

13.2 
18.9 
15.1 
16.9 
16.9 
13.2 
  5.8

北海道・東北地区 171

東京地区 384
東京地区以外の 

関東地区 1217

中部地区 365

近畿地区 66

中国地区 45

四国地区 6

九州・沖縄地区 150

0 300 600 900 1200 1500

（複数回答） 
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a 組合員企業の人手不足感

「感じている」が第一順位で30組合（56.6％）。次いで「おおいに感じている」が
12組合（22.6％）となっている。「感じている」と「おおいに感じている」を合わ
せた約8割の組合の組合員企業が人手不足感を感じている結果となった。

s 人手不足に日本人従業員で対応することの可否

「条件があえば対応できる」が28組合（52.8％）、「ほとんどできない」が25組合
（47.2％）となっている。

a 組合の総事業費について

「1001万円以上5000万円以下」が第一順位で19組合（39.6％）、次いで「1億
円以上」が第二順位で18組合（37.5％）となっている。

回答総数＝53

おおいに感じている 
22.6％ 

多少感じている 
17％ 

感じている 
56.6％ 

感じていない 

3.8％ 

回答総数＝53

ほとんどできない 
47.2％ 

条件があえば 
対応ができる 
52.8％ 

2．組合員企業を取り巻く雇用環境

3．研修生等の受入れ状況について
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s 総事業費における研修生等受入れ事業費の割合

「81％以上100％」が第一順位で14組合（31.1％）。次いで「10％以下」が第二
順位で12組合（26.7％）、ほぼ同数で「11％以上50％以下」が第三順位で11組合
（24.4％）となっている。

d 関係機関からの支援・援助の有無

「あった」が44組合（86.3％）、「なかった」が7組合（13.7％）となっている。
約9割の組合が関係機関からの支援や援助を受けている結果となった。

回答総数＝48

1001万円以上 
5000万円以下 
39.6％ 

501万円以上 
1000万円以下 

1億円以上 
37.5％ 

5001万円以上 
1億円以下 

500万円以下 
12.4％    4.2％ 

6.3％ 

回答総数＝45

10％以下 
26.7％ 

51％以上 
80％以下 
17.8％ 

11％以上50％以下 
24.4％ 

81％以上100％ 
31.1％ 

回答総数＝51

あった 
86.3％ 

なかった 
13.7％ 
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＊関係機関の内訳

「消防関係」が最も多く、34組合（77.3％）。次いで「警察関係」が29組合
（65.9％）、「県市町村関係」が19組合（43.2％）となっている。

f 研修生等を受入れた組合員企業の制度に対する評価

「概ね当初の効果が得られた」が第一順位で31組合（60.8％）、次いで「十分な効
果が得られた」が第二順位で18組合（35.3％）となっている。9割以上の組合が
「効果が得られた」と回答している。

g 研修生等の受入れによって効果を得られた点

「自社の生産性の向上につながった」が40組合で第一順位。次いで「日本人従業
員の労働意欲の向上につながった」が第二順位で35組合、「日本人従業員の国際感
覚が身についた」が第三順位で28組合、「工場内の職場・現場環境の改善につなが
った」が第四順位で25組合となっている。

0 10 20 30 40

県市町村関係 19

消防関係 34

警察関係 29

保健所関係 0

その他公共機関 10

（複数回答） 

回答総数＝51

十分な効果が得られた 
35.3％ 

概ね当初の効果が得られた 
60.8％ 

3.9％ 

まだどちらともいえない 
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h 研修生等を受入れて効果が得られなかった点または問題点

「組合員企業の制度理解・指導不足」が15組合で第一順位。次いで「制度全般の
趣旨が社会に十分に周知されていない」が13組合で第二順位、「研修・技能実習制
度の理解不足」が11組合で第三順位となっている。

工場内の職場・現場環境の改善につながった 25

従業員の社会保険加入等の改善につながった 14

従業員の労働条件の改善につながった 12

日本従業員の労働意欲の向上につながった 35

日本人従業員の国際感覚が身についた 28

作業の標準化（マニュアル作成等）につながった 12

自社の品質管理の向上につながった 15

自社の生産性の向上につながった 40

同業他社や得意先から評価が得られた 23

関係行政庁からの評価が得られた 6

（複数回答） 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

制度全般の趣旨が社会に十分に周知されていない 13

研修生・実習生の事故、けが、病気等によるもの 6

組合や組合員企業の経営状況の影響 7

組合員企業の理解・指導不足 15

組合側の制度理解・指導不足 3

来日前の研修生への説明が不足 6

研修生の選抜方法や身分、経歴が不明瞭 8

研修・技能実習制度の理解不足 11

（複数回答） 

0 5 10 15
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a 本会が昨年10月に開催された第59回中小企業団体全国大会へ提出議案として採

択した、組合が研修生等受入れ事業を利用するには「設立後2年以上経過」して

いることを要件とすることについて

「賛成」が41組合（77.4％）、「反対」が3組合（5.7％）となっている。

s 研修生等受入れ制度についての下記改正案の中で、組合にとって最適なものは

【改正3案】

①　経済産業省案（中小企業、大企業を対象）
研修1年＋実習2年　→　一時帰国　→　再入国、高度技能実習2年延長

②　厚生労働省案（大企業中心）
実習3年　→　一時帰国　→　再入国、高レベルの技能実習2年延長

③　長勢前法務大臣私案 短期外国人就労制度の創設（3年）
ただし、鳩山現法相が否定（H19．8/31） → 「単純労働者」は受け入れら
れない。

（参考）④　日本経団連案 研修1年（限定しない）＋実習2年（「労働者」として）
研修期間中、一定のレベルに達した研修生が検定試験合格後、技能実習生に移
行し、「労働者」として技能実習を行う。

「①経済産業省案」が26組合（49.1％）で第一順位、次いで「②厚生労働省案」
が19組合（35.9％）で第二順位、「③長勢前法務大臣私案」と「④日本経団連案」
がともに4組合（7.5％）

4．研修生等受入れ制度改正の動きについて

回答総数＝53

賛　成 
77.4％ 

不明 
16.9％ 

5.7％ 
反対 
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d 今後の研修生等受入れ事業の拡大について

「ある程度考えている」が19組合（35.8％）で第一順位。次いで「積極的に考え
ている」が第二順位で18組合（34.0％）となっている。「現状を維持する」は16組
合（30.2％）で約7割の組合が今後の事業拡大を検討している結果となった。

回答総数＝53

経済産業省案 
49.1％ 厚生労働省案 

35.9％ 

7.5％ 7.5％ 

長勢前法務 
大臣私案 

日本経団連案 

回答総数＝53

積極的に考えている 
34％ 

現状を維持する 
30.2％ 

ある程度考えている 
35.8％ 
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２．s 組合員企業の人手不足感に日本人従業員で対応するための条件

・賃金の上昇 ............................................................................................８件
・「3K」等の労働環境の整備・改善 ..........................................................４件
・福利厚生面の充実等 ...............................................................................３件
・十分な休日を与える ...............................................................................２件

３．h 研修生等を受入れて効果が得られなかった原因について

・国際研修協力機構の巡回指導が形式的
・法令上の諸々の制約が多く、柔軟な対応ができないこと
・失踪問題
・外国人というだけで建設現場に入れないことがあった

４．a 組合が研修生等受入れ事業を利用するには「設立後2年以上経過」している

ことを要件とすることについて

【賛成の理由】
・事業実施体制の確立にはある程度の時間が必要だから .............................３件
・本来の組合事業のあり方からみて慎重に行うべきだから..........................２件
・適正な運営には整備された組合の監理・指導が不可欠だから ...................２件
・事業の目的を適正に理解し、運用できる組合のみに認められるべきだから
.............................................................................................................２件

・営利目的、中間搾取の余地を排除し、新規のハードルは高くすべきだから
・設立後5年以上経過としてもよいのでは
・組合事業としては異質であり、人員確保が必要で、場合によっては負担になる
可能性もあるため

【反対の理由】
・問題は組合の受入れ体制が整備されているかどうかで、年月の問題ではないか
ら

４．s 研修生等受入れ制度の改正案についての意見

・経済産業省案の再入国にあたっては基準を高くしないこと
・中小企業者を中心に制度はあるべき。研修生等受入れ制度の他に合法的な海外
労働力の簡便な導入制度が必要である
・この制度は中小企業者のためにあるべきもので、大企業中心となるのはおかし
い
・評価方法を変えて、研修職種を実態に合ったものに拡大するべき
・実習生移行対象職種の拡大（現行では業種によって不公平がある）
・労働力が不足している日本の現状にあった制度を望む
・厚生労働省案でも1ヵ月から3ヵ月の研修期間（集合研修）を設定すべき

５．～自由記述より～
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